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緊急時における児童の下校について 

  

 児童の下校について、緊急時には下記のようにレベルに合わせて対応いたします。 

ご理解ご協力をお願いいたします。 

緊急度 事例 学校の対応 保護者・地域 

 

緊急度 

１ 

西山田中学校ブロック、 

近隣中学校ブロックに 

おいて不審者等の情報 

があった場合 

・注意喚起の文書配布 

・各学級で安全指導を実施後に下校  

・各家庭で注意喚起 

 

 

緊急度 

２ 

校区において不審者等 

の情報があった場合 

 

西山田中学校ブロック、 

近隣中学校ブロックに 

おいて重大事件、事故が 

発生した場合 

・注意喚起の文書配布 

・緊急メール配信 

・通常の下校時間に学年ごとに 

一斉下校 

・太陽の広場中止 

・課外クラブ練習中止 

・教職員は、校区パトロール 

 

・各家庭で注意喚起 

 

 

緊急度 

３ 

暴風警報もしくは暴風特

別警報もしくはレベル４

大雨危険警報もしくはレ

ベル５大雨特別警報が発

令された場合 

 

校区において重大事件、 

事故等が発生した場合 

 

・注意喚起の文書配布 

・緊急メール配信 

・授業をカットし、学年ごとに一斉

下校 

・太陽の広場中止 

・課外クラブ練習中止 

・学童保育は児童育成室の指示 

 

・PTA本部に 

連絡・協力依頼 

・地域各団体に 

連絡・協力依頼 

 

・各家庭で注意喚起 

 

緊急度

４ 

震度５弱以上の地震発生 

 

学校において重大事件、 

事故が発生した場合 

・緊急メール配信（電話連絡） 

・授業をカット、一斉引き渡し下校 

・学童保育閉室 

・PTA本部に 

連絡・協力依頼 

・地域各団体に 

連絡・協力依頼 

 

・保護者は 

引取りに来校 

＊学年ごと一斉下校：授業終了後、学年ごとに一旦下足に集合し、安全指導後一斉に下校します。 

＊一斉引き渡し下校：引き渡しカードに記載された方といっしょに下校します。 

★原則、当日の事案発生の場合を想定しています。 

★緊急レベルは、状況に応じて管理職が判断します。 


